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福島市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

変  更  後 変  更  前 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

（１）～（９）①～③  略 

 基本計画における基本方針・目標指標と活性化事業 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

（１）～（９）①～③  略 

 基本計画における基本方針・目標指標と活性化事業 
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２．中心市街地の位置及び区域  略 

 

３．中心市街地の活性化の目標  略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の

整備改善のための事業に関する事項  略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］  略 

（１）  略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：五老内町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：曽根田西地区  

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：早稲町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：仲間町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：上町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：児童公園周辺整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：児童公園遊具整備

事業 

事業内容 

児童公園整備事業に伴う

遊具の更新 

 

 

実施時期： 

福島市 児童公園の整備に合わせ、老朽

化した遊具を更新し、来園した児

童等が安全・安心に施設を利用で

きることで賑わいの創出に寄与

する事業である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業(福島

市中心市街地地

 

２．中心市街地の位置及び区域  略 

 

３．中心市街地の活性化の目標  略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の

整備改善のための事業に関する事項  略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］  略 

（１）  略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名内容及び実時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：五老内町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：曽根田西地区  

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略）  

（略） （略） （略） （略） 

事業名：早稲町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：仲間町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業  

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：上町地区 

暮らし・にぎわい 

再生事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：児童公園周辺整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：児童公園遊具整備

事業 

事業内容 

児童公園整備事業に伴う

遊具の更新 

 

実施時期：平成25年度 

福島市 児童公園の整備に合わせ、老朽

化した遊具を更新し、来園した

児童等が安全・安心に施設を利

用できることで賑わいの創出に

寄与する事業である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業) 
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平成24年度 区)) 

 

実施時期 

平成 24年度 

（２）②  略 

（３）  略 

（４）  略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体

として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項  略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

   略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］  略 

（１）  略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：福島駅西口駅前広

場再整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：高質空間形成施

設・福島駅東口バスプール 

事業内容 

バス乗降所改良、バス乗降

所上屋設置、歩行支援施設 

 

実施時期： 

平成24年度～平成26年度 

福島市 福島駅東口バスプールは、乗降

所とバスプールの段差が大きく、

乗降に支障を来たしているほか

ノンステップバス等の普及によ

るバス低床化により、停車時のバ

ス寄せに支障を来たしているた

め、段差及びバスプールの曲線部

を改良することにより、安全な乗

降環境を整備する。 

また、乗降所へ上屋を新設する

ことにより降雨積雪時の転倒な

どを防止し、高齢者等の乗降環境

を改善するとともに、バスの走行

安全性の確保により、公共交通機

関の利用促進を図ることで回遊

性の向上に寄与する事業である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業(福島

市中心市街地地

区)) 

 

実施時期 

平成 24年度～ 

平成 26年度 

 

事業名：まちなか循環周遊

バス社会実験 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちなか自転車 （略） （略） （略） （略） 

 

実施時期 

平成 25年度 

（２）②  略 

（３）  略 

（４）  略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体

として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項  略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

   略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］  略 

（１）  略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：福島駅西口駅前広

場再整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：高質空間形成施

設・福島駅東口バスプール 

事業内容 

バス乗降所改良、バス乗降

所上屋設置、歩行支援施設 

 

実施時期： 

平成25年度～平成26年度 

 

福島市 福島駅東口バスプールは、乗降

所とバスプールの段差が大きく、

乗降に支障を来たしているほか

ノンステップバス等の普及によ

るバス低床化により、停車時のバ

ス寄せに支障を来たしているた

め、段差及びバスプールの曲線部

を改良することにより、安全な乗

降環境を整備する。 

また、乗降所へ上屋を新設する

ことにより降雨積雪時の転倒な

どを防止し、高齢者等の乗降環境

を改善するとともに、バスの走行

安全性の確保により、公共交通機

関の利用促進を図ることで回遊

性の向上に寄与する事業である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業(福島

市中心市街地地

区)) 

 

実施時期 

平成 25年度～ 

平成 26年度 

 

事業名：まちなか循環周遊

バス社会実験 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：まちなか自転車 （略） （略） （略） （略） 
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利用促進事業 

（略） 

事業名：レンタサイクル貸

出所利用環境整備事業 

事業内容 

レンタサイクル貸出所整

備 

 

実施時期：平成26年度 

福島市  福島駅の北側に位置する公共

施設「アクティブシニアセンタ

ー」のオープンに合わせ、仮設貸

出所として増設していたレンタ

サイクル貸出所について、設置場

所が定着し利用者も増加してい

ることから、本格運用を行うため

貸出所の利用環境整備を実施し、

レンタサイクルの利用者の利便

性と中心市街地の回遊性を向上

させ活性化に寄与する事業であ

る。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業(福島

市中心市街地地

区)) 

実施時期 

平成 26年度 

 

 

事業名：福島市中心市街地

地区事業効果分析 

事業内容 

歩行者・自転車通行量調査 

調査地点数 ９地点 

 

実施時期：平成26年度 

福島市 中心市街地の主要な調査地点

について歩行者・自転車通行量調

査を実施し、目標を定量化する指

標とその数値目標の達成状況等

を把握するとともに要因分析を

行い、交付金事業の成果を踏まえ

た今後のまちづくり方策を策定

していくものとして必要な事業

である。 

支援措置の内

容 

社会資本整備

総合交付金 

(都市再生整備

計画事業(福島

市中心市街地地

区)) 

実施時期 

平成 26年度 

 

 

（２）②  略 

（３）  略 

（４）  略 

 

利用促進事業 

（略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（２）②  略 

（３）  略 

（４）  略 
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6 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項  略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］～［３］ 略 

［４］都市機能の集積のための事業等 

①市街地の整備改善のための事業 

１ 栄町置賜町線道路事業 

２ 矢剣町渡利線道路事業（※清明町工区） 

３ 腰浜町町庭坂線道路事業 

４ 舟場町山下町線道路事業 

５ 高質空間形成施設 

６ 地域創造支援事業 

７ 旧米沢藩米蔵復原事業 

８ 福島駅前通り等整備検討会設置 

９ 街なか広場整備検討会設置 

１０ 福島都心中央土地区画整理事業 

１１ 中央学習センター等整備計画策定事業 

１２ 信夫山公園整備事業 

１３ 曽根田町桜木町線道路事業（宮下町工区） 

１４ 太平寺岡部線道路事業（御山町工区） 

１５ 小規模緑地整備事業 

１６ 太平寺岡部線道路事業（太田町工区） 

１７ 矢剣町渡利線道路事業（矢剣町工区） 

②都市福利施設を整備する事業 

１８ 五老内町地区暮らし・にぎわい再生事業 

１９ 曽根田西地区暮らし・にぎわい再生事業 

２０ 早稲町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２１ 仲間町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２２ 上町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２３ 児童公園周辺整備事業 

２４ 児童公園遊具整備事業 

２５ 中心市街地内の医療施設の支援検討 

２６ 市民文化祭の開催事業 

２７ 市民生涯学習「市民ステージ」支援事業 

２８ 「こむこむ館」運営事業 

 ③街なか居住の推進のための事業 

２９ 家賃助成制度等の導入 

３０ 太田町東地区高齢者住宅整備事業 

３１ 栄町南地区高齢者住宅整備事業 

３２ 借上市営住宅供給促進事業 

 ④商業の活性化のための事業 

３３ 仲見世整備事業、置賜町地区暮らし・にぎわい再生事業 

１９ 曽根田西地区暮らし・にぎわい再生事業（再掲） 

３４ 中心市街地イルミネーション事業 

３５ 山車フェスティバル・わらじまつり開催事業 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項  略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］～［３］ 略 

［４］都市機能の集積のための事業等 

①市街地の整備改善のための事業 

１ 栄町置賜町線道路事業 

２ 矢剣町渡利線道路事業（※清明町工区） 

３ 腰浜町町庭坂線道路事業 

４ 舟場町山下町線道路事業 

５ 高質空間形成施設 

６ 地域創造支援事業 

７ 旧米沢藩米蔵復原事業 

８ 福島駅前通り等整備検討会設置 

９ 街なか広場整備検討会設置 

１０ 福島都心中央土地区画整理事業 

１１ 中央学習センター等整備計画策定事業 

１２ 信夫山公園整備事業 

１３ 曽根田町桜木町線道路事業（宮下町工区） 

１４ 太平寺岡部線道路事業（御山町工区） 

１５ 小規模緑地整備事業 

１６ 太平寺岡部線道路事業（太田町工区） 

１７ 矢剣町渡利線道路事業（矢剣町工区） 

②都市福利施設を整備する事業 

１８ 五老内町地区暮らし・にぎわい再生事業 

１９ 曽根田西地区暮らし・にぎわい再生事業 

２０ 早稲町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２１ 仲間町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２２ 上町地区暮らし・にぎわい再生事業 

２３ 児童公園周辺整備事業 

２４ 児童公園遊具整備事業 

２５ 中心市街地内の医療施設の支援検討 

２６ 市民文化祭の開催事業 

２７ 市民生涯学習「市民ステージ」支援事業 

２８ 「こむこむ館」運営事業 

 ③街なか居住の推進のための事業 

２９ 家賃助成制度等の導入 

３０ 太田町東地区高齢者住宅整備事業 

３１ 栄町南地区高齢者住宅整備事業 

３２ 借上市営住宅供給促進事業 

 ④商業の活性化のための事業 

３３ 仲見世整備事業、置賜町地区暮らし・にぎわい再生事業 

１９ 曽根田西地区暮らし・にぎわい再生事業（再掲） 

３４ 中心市街地イルミネーション事業 

３５ 山車フェスティバル・わらじまつり開催事業 
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３６ まちなかコンサート開催事業 

３７ 商店街「朝市」開催事業 

３８ ふくしま花のまち推進事業 

３９ 福島の商業再発見イベント事業 

４０ ふくしまウェルカムチケット事業 

４１ 福島市まちなかイベント情報事業 

４２ 中心市街地にぎわい事業 

４３ 新規創業者等支援事業 

４４ 街なかにぎわい創出事業 

４５ 福島市観光案内所、認定観光圏案内所運営事業 

４６ ふくしま中心街区ぶらっと WebTV運営事業 

４７ ブラッとショップ運営事業 

４８ 福島ブランド開発事業 

４９ ふくしま屋台村運営事業 

５０ 御倉邸運営事業 

５１ 福島城下まちづくり事業 

５２ 商店街空き店舗対策事業 

５３ 街なか広場イベント活用事業 

５４ 中心市街地共通ポイントカード事業 

５５ 中心市街地共通駐車サービス券事業 

 ⑤４から７までの事業及び措置と一体的に推進する事業 

５６ 自転車利用環境総合整備事業 

５７ 福島駅西口駅前広場再整備事業 

５８ レンタサイクル事業 

５９ 市役所新庁舎(東棟)整備事業 

６０ まちなか循環周遊バス社会実験 

６１ まちなか自転車利用促進事業 

６２ レンタサイクル貸出所利用環境整備事業 

６３ 「福島バスまつり」開催事業 

６４ 中心市街地活性化交通支援事業 

６５ 福島市中心市街地地区事業効果分析 

 

11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項  略 

 

12.認定基準に適合していることの説明 

基  準 項  目 説  明 

第 1号基準 

基本方針に適合す

るものであること 

意義及び目標に関する事項 「3．中心市街地活性化の目標」 

（P．75～95）に記載。 

認定の手続 「9．4 から 8 までに掲げる事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関する事項」 

（P．135～144）に記載。 

中心市街地の位置及び区域に関する

基本的な事項 

「2. 中心市街地の位置及び区域」 

（P.70～74）に記載 

３６ まちなかコンサート開催事業 

３７ 商店街「朝市」開催事業 

３８ ふくしま花のまち推進事業 

３９ 福島の商業再発見イベント事業 

４０ ふくしまウェルカムチケット事業 

４１ 福島市まちなかイベント情報事業 

４２ 中心市街地にぎわい事業 

４３ 新規創業者等支援事業 

４４ 街なかにぎわい創出事業 

４５ 福島市観光案内所、認定観光圏案内所運営事業 

４６ ふくしま中心街区ぶらっと WebTV運営事業 

４７ ブラッとショップ運営事業 

４８ 福島ブランド開発事業 

４９ ふくしま屋台村運営事業 

５０ 御倉邸運営事業 

５１ 福島城下まちづくり事業 

５２ 商店街空き店舗対策事業 

５３ 街なか広場イベント活用事業 

５４ 中心市街地共通ポイントカード事業 

５５ 中心市街地共通駐車サービス券事業 

 ⑤４から７までの事業及び措置と一体的に推進する事業 

５６ 自転車利用環境総合整備事業 

５７ 福島駅西口駅前広場再整備事業 

５８ レンタサイクル事業 

５９ 市役所新庁舎(東棟)整備事業 

６０ まちなか循環周遊バス社会実験 

６１ まちなか自転車利用促進事業 

                 

６２ 「福島バスまつり」開催事業 

６３ 中心市街地活性化交通支援事業 

                 

 

11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項  略 

 

12.認定基準に適合していることの説明 

基  準 項  目 説  明 

第1号基準 

基本方針に適合す

るものであること 

意義及び目標に関する事項 「3．中心市街地活性化の目標」 

（P．75～95）に記載。 

認定の手続 「9．4 から 8 までに掲げる事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関する事項」 

（P．134～143）に記載。 

中心市街地の位置及び区域に関する

基本的な事項 

「2. 中心市街地の位置及び区域」 

（P.70～74）に記載 
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４から８までの事業及び措置の総合

的かつ一体的推進関する基本的事項 

「9. 4 から 8 までに掲げる事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関する事項」 

（P.135～144）に記載。 

中心市街地における都市機能の集 の

促進を図るための措置に関する基本

的な事項 

「10. 中心市街地における都市機能の集

積の促進を図るための措置に関する事項」 

（P.145～152）に記載。 

その他中心市街地の活性 に関する重

要な事項 

「11. その他の中心市街地の活性化に関

する重要な事項」 

（P.153～158）に記載。 

第 2号基準 

基本計画の実施が

中心市街地の活性

化の 現に相当程度

寄与するもの ある

と認められること 

目標を達成するために必要な４から

８までの事業等が記載されているこ

と 

「4. 土地区画整理事業、市街地再開発事 

業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供 

する施設の整備その他の市街地の整備改

善のための事業に関する事項」から「8. 4

から 7 までに掲げる事業及び措置と一体

的に推進する事業に関する事項」 

（P.96～134）に記載。 

基本計画の実施が設定目標の達成に

相当程度寄与するものであることが

合理的に説明されていること 

事業ごとに掲載した「目標達成のための位 

置付け及び必要性」 

（P.96～134）に記載。 

＊4.～8.を参照 

第 3号基準 

基本計画が円滑か

つ確実に実施され

ると見込まれるも

のであること 

事業の主体特定されているか、又は、

特定される見込みが高いこと 

事業ごとに掲載した「実施主体」 

（P.96～134）に記載。 

＊4.～8.を参照 

事業の実施スケジュールが明確であ

ること 

事業ごとに掲載した「実施時期」 

（P.96～134）に記載。 

＊4.～8.を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４から８までの事業及び措置の総合

的かつ一体的推進に関する基本的な

事項 

「9. 4 から 8 までに掲げる事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関する事項」 

（P.134～143）に記載。 

中心市街地における都市機能の集積

の促進を図るための措置に関する基

本的な事項 

「10. 中心市街地における都市機能の集

積の促進を図るための措置に関する事項」 

（P.144～151）に記載。 

その他中心市街地の活性化に関する

重要な事項 

「11. その他の中心市街地の活性化に関

する重要な事項」 

（P.152～157）に記載。 

第2号基準 

基本計画の実施が

中心市街地の活性

化の実現に相当程

度寄与するもので

あると認められる

こと 

目標を達成するために必要な４から

８までの事業等が記載されているこ

と 

「4. 土地区画整理事業、市街地再開発事 

業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供 

する施設の整備その他の市街地の整備改

善のための事業に関する事項」から「8. 4

から 7 までに掲げる事業及び措置と一体

的に推進する事業に関する事項」 

（P.96～133）に記載。 

基本計画の実施が設定目標の達成に

相当程度寄与するものであることが

合理的に説明されていること 

事業ごとに掲載した「目標達成のための位 

置付け及び必要性」 

（P.96～133）に記載。 

＊4.～8.を参照 

第3号基準 

基本計画が円滑か

つ確実に実施され

ると見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されているか、又

は、特定される見込みが高いこと 

事業ごとに掲載した「実施主体」 

（P.96～133）に記載。 

＊4.～8.を参照 

事業の実施スケジュールが明確であ

ること 

事業ごとに掲載した「実施時期」 

（P.96～133）に記載。 

＊4.～8.を参照 
 

 


